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■6月 特別例会報告

忘れられた姉妹たち一イギリスエ場法とジェンダー

去る2009年 6月 13日 (土 )、 15:00～ 18:00、 専修大学生回キャンパス979教
室において、 JwHN特 別例会が開催されました。今回は、竹内敬子さん (成
隈大学)に博士論文の中心部分をご報告いただき、吉田恵子さん (明治大学)

と石井香江さん (四天王寺大学)に コメン トをいただきました。また、小野塚
知二さん (東京大学)に司会の労をおとりいただきました。

以下、当日の報告、コメン トの要約を掲載いたします。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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【報告】

忘れられた姉妹たち

―イギリスエ場法とジェンダー

竹内敬子

1970年代以来のジェンダー視点に基づ

く研究の進展により、イギ リスエ場法
のジェンダー・スペシフィックな特性
の女性 の地位 に与 えた否定的影響 が

次々に示 されたが、1990年代に入 ると
これが男性 について も否定的側面 を

持 った ことが指摘 され るよ うになっ

た。1990年 代末頃か ら、それまで立ち
遅れていた女性労働者の声への日配 り
のある研究が現れ始めるが、重要であ

りなが ら、この分野はいまだ立ち遅れ
ている。

この報告では、1870～ 1900年 の工場
立法をめぐる論争 を、議会資料、組合
資料、地方紙などの読み直 しを通 じ、
女性労働者の経験や声に出来る限 り着
目しなが ら分析 しようと試みた。これ
らの史料の中に女性の声が反映される

機会は少なく、断片的な証拠を拾い上

げ繋ぎ合わせる作業は困難であるが、
それを通 じ工場法の影響をまさに直接
に受ける彼女たちが工場法をどうとら
えたのかを明らかにするのは重要であ
る。

当該期を通 じ、労働者階級の母親の

ありようが問題 とされ、国家のジェン

ダー支配が強化 され、女性の労働がよ

り広範に厳 しく規制されるようになっ

たことは、多くの研究が指摘するとこ

ろだ。 しか し、女性 労働者 は国家 の

ジェンダー支配に一方的に組み込まれ
た訳ではない。

工場法に関する議論は、女性労働者
に新 しい経験や、連帯や、対立を経験
させ た。1870年 代 前 半、ウェス ト・

ヨークシャーの毛繊物産業の女性労働

者たちは、女性労働の法的規制に反対
した。この闘いを通 じ、彼女たちは地

域の ミ ドル クラスの女性たちと連帯
し、自らをエンパワメン トした。これ

ら女性労働者 のイニシアテ ィブで、
1875年 に「デューズベ リー・バ トリー

お よびヘ ビー・ ウル ン地域織布 工組

合」が設 立 され た。他 方、1874年 に
「女性保護共済連盟」が設立され女性

労働運動が出発 し、女性労働組合の代

表はTUC大 会において、工場法の問

題 をめぐり、男性労働組合運動家に挑

戦 した。
1880年代前半、さまざまな産業の女

性労働組合運動活動家は、女性を鎖・

釘産業から排除 しようとい う試みに反

対 した。その中には毛織物産業の女性

労働者たちも含まれていた。1880年代

後半の女性を炭鉱の地表労働から排除
しようとい う試みにも、女性労働組合

活動家は反対 した。両問題 をめぐりT
UC大会で、女性代表 と男性代表の対
立が続いた。国会においては、男性労

女性ロジェンダーロ歴史

第3号



働組合出身の議員が、これ らの女性排除の動き

の先頭に立った。彼 らの男性優位主義的な主張

は、新たに彼 らに開かれた政治の世界で自らの

地歩を築 くための必死なもがきでもあつた。さ

らには、男性労働組合活動家の中に女性たちの

側につ くものもいた。ジェンダーの分断は直線

的ではなく、複雑であつた。

1890年代前半には、女性労働組合運動の指導

者は、工場立法への態度を変えた。女性洗濯労

働者たちが、工場法に自分達を含めることを求

めたことは、女性労働者が国家介入を支持 した

証 だ ととらえ られた。 しか し、一部 の女性 た

ち、とりわけ、賃金が低い女性 たちに とつて

は、あらたな労働規制は不利益をもた らす もの

であった。それは1890年代半ばの鉛産業規制の

議論の盛 り上が りの中でも同様であつた。男性

労働者のみならず、女性労f9J者 も決 して均質で

はなかつたのだ。

歴史学へのジェンダー視点の導入は、旧来の

研究では無視 されていた女性 と男性 のジェン

ダー間の利害の対立を明らかにしたが、今後は

より複雑で錯綜 した歴史 として精級化 されてい

く必要があろう。

【コメントー1】

工場法一一

女性は労働時間の短縮を望んだのか、

男性は国の介入を拒否したのか。

吉田恵子

工場法が女性労働にとつてもつ意味について

は、議論が戦わされてきた。男性労働組合 と、こ

の工場法こそが女性を労働市場から排除した元凶

であるとの見解 と、工場法によつて女性の労働条

件は確実に改善され、女性の福祉にとつてプラス

であったとの見解の対立である。が、そもそも工

場法に女性労働者を排除しようとの意図はあつた

のであろうか。

救貧法にしても工場法にしても、19世紀の労働

者を対象とした法は、基本的には勤労の体系を作

るためのものだつたのではないだろうか。女性は

まず低賃金労働者であり、かつ家庭責任を持つ労

働者である。この二つの面を、時代や産業の要請

にしたがつて調整し、女性を勤労の体系の中に位

置づける役害Jを果たしたのが工場法であつた。男

性労働組合はともかくとして、工場法に女性労働

者排除の意図があつたとは考えられない。低賃金

労働者としての女性は労働力としても家計の維持

にとつても重要で、資本も国家もそれを不可欠の

ものとしていた。博愛主義者などによる女性労

働非難の声の高ま りの中で、女性 をむ しろ労働

者 として認知 していつたのが工場法であると考

えられるのである。

その上で今後の課題 として次の 2点 を挙げてお

きたい。まず、竹内論文でも常に指摘されている

通 り、女性自身が工場法をどう認識 していたかで

ある。工場法は確かに労働時間を短縮はしたが、

それに伴つて賃金も下げた。女性に対して、労働

時間の短縮か、高い賃金かと問われたときに、賃

金を選ぶ女性は常にかなりいたはずである。女性

にとつて労働時間の短縮は家事時間を増やすだけ

という現実があり、それならただ働きの家事より

も賃金を稼げる労働時間の延長のほうがいいと考

える女性たちである。とすれば、初期の工場法は、

資本家の酷使を防ぐと同時にむしろ女性 自身の長

時間労働を防ぐ意味もあつたのではないか。

このことは賃金を考える上でも興味深い。女性

の低賃金を正当化する一つの理由として必ず、賃

金を高くすると女性が家事を放 り出す、家事をそ

れなりに割のいい責務 とするには低賃金でいいの

だ、とい う理由が出てくる。家事よりも労働を選

択して長時間働こうとする女性は多くいたのであ

る。工場法はむしろそれを押 しとどめていく役害J

も果たしたのかもしれない。女性 自身の声をもつ

と確かめるなかで、工場法の意図もより明確にな

ろう。

次に、女性は弱い存在であるか ら法律によつ

て保護、男性は強 くフリーエージエン トである

から国家の保護はい らない とい う図式である。

この思考が、工場法の制定過程で女性を弱いも

のと規定づけて しまったとい う問題である。確

かにその通 りであるが、男性 と政府 との関係は

もつと親和的であつたのではないか。そもそも

工場法を使つて女性の競争力を制限、あるいは

自己の労働時間を減 らそ うとしたのも、間接的

に国家の力を借 りて自分達の利益を保護 したわ

けであるし、その他様々な場面で男性労働組合

は国の力を利用 してきた。男性はイデオロギー

としてはフリーエージェン トを振 りかざしなが

ら、現実には国家の介入にそれほどの抵抗感は

なかつたのではないか。このときの男女の決定

的な違いは参政権 の有無である。男性 の論理

は、政府 を自分達が動かして自己の利益を貫徹

させ る、決 して受身で守ってもらうわけではな

い、とい うものであろう。男性の内部でも法的

規制に対 しての意見の対立があったはずで、そ

れが報告にあるような女性 との連帯を生みだし

たのではないか。その対立は女性運動の中でも

あったろ う。その意味で強い存在イコール政府

の介入排除、弱い存在イコール法的保護 とい う

図式の見直しも必要かもしれない。



【コメントー2】

ドイツの工場法 に関す る研究か らの提起

石井 香江

1991年 に欧州司法裁判所は、男女平等という観
点から、女性を特定の職業から排除すること、妊
娠出産に関わりなく夜間労働を禁止することは認
められない とした。これを受けて ドイツでも1992

年1月 28日 に連邦裁判所の判決で、女性の夜業禁止

が廃止された。ILO第89号条約 として百年近く国際
的労働基準になっていた労働者保護法ではある
が、これが男女平等を唱える基本法第3条 に反する
他、男性や女性事務職や公務員を除く、女性工場
労働者のみに適用 されることが不公平であるとい

うのが廃止の理由であった。これを機に、女性保
護規定は女性を保護することなのか、女性を男性
と異なる存在 として差別することなのかとい う古
くて新 しい議論が再び起こった。そ してこの流れ
の中で、労働者保護法の源流をなす工場法に関し
て新 しい見方をする研究が ドイツでも発表 される
ことになった。

例えばマ レーネ・エラーカンプはブレーメンの

繊維産業で働 く女工に目を向け、工場法が彼女た
ちの疾病状況に変化を与えたのか検討 し1、 カー ト
リン・ブラウンは初期の工場法をジェンダーの視
点か ら再検討 し 2、 ザ ビ_ネ・シュ ミッ トは、
デュッセル ドルフ行政区の個別事例に目を向け、
工場法の現場での運用 の実態 に迫 っている 3。

シュミッ トによれば工場労働者に占める女性の数
は女性就業者の中で少数であったし (1882年の帝
国統計では17%)、 その中の既婚者の割合も多く
はない (1882年 の帝 国統計 では 13.4%)。 つ ま
り、工場法の保護対象であった女性の数は実態 と
してそ う多くはなかった。 しかも、家内労働者、
奉公人、ホテルや飲食店の労働者、外国人出稼ぎ
労働者 とい う低賃金で長時間労働 とい う最も保護
を必要 とする人々は、工場法の射程に入つていな
かつたのである。 さらに、工場法の違反者に対す
る罰金が実際には規定よりも低額で済まされ、女
性だけが働 く職場では超過労働の例外規定が認め
られるなど、法の網の目を掻い潜るケースには事
欠かなかった。

これまで工場法の福祉・社会政策上の意義に光
が当てられ、工場法が労働条件の改善に寄与する
ものとして積極的な評価がなされていたが、この
ように現場の実態を見ると、理念的には重要な意
味を持つ工場法が具体的政策手段 としては内容に
乏 しかったとい うことを、キャス リーン・カニン

グ4ゃ姫岡とし子 5の 日独比較研究も明らかにして
いる。特にジェンダー とい う問題 に注 目した場
合、レギーナ・ ヴェッカーが 「長期間にわたる副

産物」と呼ぶ諸点を見逃す ことはできない。これ
は、竹 内報告の中でも強調 されていた点である
が、女性労働者 の保護 に対 して男性労働者 のフ

リー・エージェンシーを強調することによって、
女性は第二級市民 として扱われるようにな り、男
性 と女性や子 どもが相異なる存在 として明文化 さ
れることになったとい うことである。 さらには、
職場は本来男性の領域で家庭は女性の領域 とい う
規範、女性は男性 と異な り稼動中の機械を掃除で

きないとい う性別職務分離を強化す ることになっ

た。これを裏返せば、産む性 としての女性は保護
され、男性 も産む ことに無関係ではないなが ら

も、その健康は無視されることを意味していた 6。

このようにジェンダーに注 目するとイギリスと
ドイツで共通性が見 られるが、ここでィギリスの
工場法が他の国に与えた 「グローバル・インパク
ト」とい う側面を見逃す ことはできない。各国で
工場法がどのような経緯で導入 され、運用 された
のか、その共通点 と相違点を比較す ることは重要
であろう。例えば ドイツのバルメンとい う都市の

紡績工は、 「イギ リスの土曜 日」と名づけられた
土曜 日の時短を、世紀転換期か らデュジセル ドル
フ当局に要求 していた。ちなみにこの際、男性は
土曜 日に水泳や床屋に行 くために、女性は買い物
の他に安息 日の 日曜にはできない庭仕事や家事を
しなければならないとい うジェンダー化 された論
拠が持ち出されていた。このため工場労働と家事
をこなさなければならない土曜日は、女性工場労
働者にとってはむしろ一番忙しい日であつたとい

う指摘もあるが、戦間期に比べて20世紀初頭の場
合、イギリスと同様に女性労働者の声を拾い上げ
ることは (女性官吏・職員と比べれば)非常に難
しVヽ。
一方、イギ リスとドイツの違いとして指摘でき

るのは、次の点である。竹内報告によればイギ リ
スでは階級を超えて女性同士が連帯 し、工場法の

導入に反対 した とい うことだが、クララ・ツ主 ト
キンも後に工場法を支持する社会民主党寄 りとな
り、母性主義的な市民女性運動が工場法を支持 し
ていたように、工場法に対する女性側の批判が、
ドイツではイギ リスと比べて 目立たなかった。こ

れはなぜなのか ?女性労働者の経験や声を追 うこ

とに加 え、両国の差異の背景を探ることも、今後
の課題 として残っているだろう。
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【コメントー3】

保護の空白と法の空自

小野塚知エ

この二十数年にわたつて、いつもわたしの一年

上にいて、知 らないことをたくさん教えてくれた

竹内敬子さんから、今回もたくさん教えてもらつ

た。中身の詰まった報告は論点の宝庫で (報告時

間が超過 したのは司会者 としては困つたものの熱

弁を制止する勇気もなかつた)、 完全には消化 し

きれなかつたが、わたしがこのところ考えている

政策思想史の関心か ら感想 を二、三記 してみよ

う。
一番おもしろかつたのは、1844年工場法まで

は成人女性の労働は規制・保護の対象 とはされて

いなかつたとい うことと、19世紀末になるとさら

に成人男性保護論が登場 してくることである。子

ども→女→男の順番 と、その時期である。言い換

えるなら、女・子 どもの十把一絡げと強 く退 しい

男 とい う二分法は必ず しも自明ではないとい うこ

とである。

中世。近世女性史研究では、成人女性も子ども

も成人男性の私的な保護・後見の下に置かれてい

たとされる。女・子 どもがこの保護の外側にでて

奉公する場合も彼 らは他家の秩序の中に組み込ま

れたから、私的領域での保護・後見 とい う理屈は

崩れない。 しかし、工場は家ではないから工場労

働はこの理屈で処理できない。したがつて工場法

による公的な保護の仕組みが必要になったのだと

言いたいのだが、子 どもに「保護の手を差し伸ベ

て」から40年間も成人女性が放置 されたのは (他

国にも類例はあるが)説明できない。工場労働に

従事する成人女性はこの期間、私的にも公的にも

保護の空白領域にいたことになるからだ。

この謎はどう解 くべきだろうか。 「私的領域

での保護・後見」とは元来、財産権に関する問題

処理の理屈であつて、下層階級の女性を念頭に

置いていなかった とい う解釈 はあ りうるだろ

う。もともと保護 だの後見だのの対象ではな

かった とすれば、1844年までは保護の空白では

なく、下層階級の家族秩序についての法の空白

が継続 していたとい うことになる。

もう一つ可能なのは、親権/家長権への対抗

力 とい う点で子 どもと成人女性は同列に扱われ

ていなかつたとい う解釈であろう。工場法が、

酷薄な雇主からだけでなく、貪欲な親か らも子

どもを保護 しようとしたのはイギ リス的な特徴

とされるが (小谷真男 )、 成人女性は強欲横暴な

父/夫に対抗できるとされたのなら、酷薄な雇

主の餌食になる危険性も子 どもよりはるかに低

いとい うことになるだろう。

いずれの解釈も法の歴史研究を必要とする。

しかも事柄の性質か らいつても、イギリス法の

特質か らいつても、成文法の解釈だけでなく、

判例や学説、その背後の法思想や民衆家族の慣

習に関する研究が必要である。すでに何 らかの

研究はなされてきたのだと思 うが、不勉強なの

で どなたか教えていただけるとたいへんありが

たい。

ところで、こうした解釈でも、なぜ、40年代

に成人女性の 「保護・介入・規制」が登場す るの

かは説明できない。吉田恵子氏の当日のコメン

ト(男性の競争相手とならない低賃金労働力 とし

て確定し、併せて家庭責任も押 し付ける)は近代

資本主義社会における工場法の社会的・経済的機

能をうまく説明して納得 させ られたが、1840年

前後の時期は法が下層階級家族、とりわけそこ

での成人女性を発見する過程であつたとい う解

釈をこの説明に接合できないだろうか。発見さ

れた家・女は予想外のありさまだつたに違いな

い。家族に冷淡な近代救貧法も一つのとン トた

りうるだろう。立法政策・立法過程の独 自の論理

を解明しないと工場法を完全にわかつた気分に

なれないように思 う。

成人男性保護論に

ついて愚考す る紙面

が な く な つ た。先

日、『 自由 と公共性

一介入的 自由主義 と

その思想的背景―』

(日 本経済評論社 )と

い う小 著 を 出 した

が、そ こでの高 田実

氏の論考や拙論が、

この問題 を考えよう

としてい るので、参

照 して い た だ き た

V｀。



2009年 3月 7日 (土)か ら3月 12日 (木)に か けて、オ クス
フォー ド大学マンスフィール ド・カレッジのキャサ リン・グリー
ドル教授 (PrOtt Kathryn Gleadle)が 来 日しま した。3月 8日

(日 )に は東京の放送大学東京文京学習センターで、また3月 11日

(水)に は名古屋 のマ リオ ッ ト・ア ノシア・ホテルで公開セ ミ
ナfが行われま した。グリー ドル教授は、2009年 11月 にオクス
フォー ド大学出版局か ら、英国学士院モ ノグラフ・ コンペティ
ションの受賞作となった単著Bordettinθ が力笏郷 r″り辺θ毛 評盟冴γ
2盟がP】筋a2ゴ σガ滋控 力 Bttta主■,朋 矛びクを 出版する予定です。今
回の講演ではそのホットな原稿をもとに、<女性 と公共圏>を め
ぐる新たな理論的枠組みが提示 されました。詳 しくは以下に報告
するとお りです。

なお今回の招聘は、科学研究費基盤研究 (B)「 18世紀イギリ
スにおける女性の言説 と公共圏」 (代表 :青 山学院大学 富山太佳
夫教授)の プロジェク トの一環 として実現 しました。グリー ドル

教授の滞在が有意義なものとなるよう、あらゆる場面で献身的にご尽力 くださいました大石和欣 さん
(名 古屋大学)に、この場をお借 りして深 く感謝申し上げます。

(梅垣千尋)

■東京セ ミナー

Wornen,Gender and Oollective ldentities in the Public Sphere:Britain,1815口 67

【講演要旨】
これまでの研究では、ブィクトリア時代の公共圏が男性のみによって占められ、女性の参加を排除す

る傾向があったことが論じられてきた。しかし、公共圏は決して一枚岩ではなく、その性格が厳格に男
性的なものとしてジェンダー化されていたわけでもなかった。事実、19世紀のさまざまな史料からは、
多くの女性たちが政治的なテーマを扱った公開講演 (public lectures)に 参加 していたことが確認でき
る。むしろ問題の中心は、女性たちが公共圏に関わることについてどのように感じていたのか、つま
り、女性たちがそれぞれの主観 (suttect市 ity)の なかで、公共圏をどのようにジェンダー化されたもの
としてとらえていたのか、という点にある。
1815年から67年にかけての反奴隷制、平和主義、自由貿易などの運動に関わつた女性たちの記録から

は、彼女たちが政治的な会合への出席を禁止されていなかったにもかかわらず、男性だけしかいない場
に女性が加わることの妥当性について確信を

もてずにいた様子が うかがえる。その一方、

集会や行事の聴衆 として公共圏に参入 した女
性たちのなかには、能動的に政治に関与 して
いるとい う感覚をもち、一時的にせよ女性 と
い うアイデンティティに代えて、反奴隷制主

義者、プロテスタン ト、平和活動家などの集
合的アイデンティティをもつ者 もいた。公共

圏のジェンダー・コー ドには、たえず不確定
で多義的な面があった。だか らこそ女性は政

治に関わる機会を手にし、状況や場面に応 じ

て従来の慣習に従った りそれを乗 り越えた り
しなが ら、日々の実践のなかでみずからジェ

ンダー化 された公共圏を構築 していつたので

ある。

■研究会共催-2009年 3月

Kathryn Gleadle研究会報告



【コメン トロ■疑応答】
コメン トでは、まず梅垣千尋 (青 山学院女

子短期大学)が、女性の主観性をとらえる際

の史料選択の問題 と、政治的立場の違いが女

性の 自己認識 に与える影響 について質問 し

た。次に高田実さん (当 時 :九州国際大学)

が、公共圏における排除と包摂の問題、1815

～67年 とい う時代の変化 と連続性、女性のな

かの多様性、公共圏への女性の包摂がもたら

す社会的帰結について論点を提示 した。その

後の質疑応答では、こうした理論的枠組みを

ほかの社会的カテゴリーに適用する可能性、

文化心理学的なアプローチを導入する意義、

女子教育改革が進展す る1860年 代以降の変

化、地域ごとのジェンダー関係のあり方の違

いなどにかんする質問が出され、グリー ドル

教授からの丁寧な応答が続いた。

■名古屋セ ミナー

Friends oi the People:Women and Community in Early Nineteenth口 Century Engiand

【講演要旨】

さまざまに種類の異なる公共圏に女性はいかに関わつたのか。その関わり方には公共圏ごとにどのよう

な違いがあつたのか。こ うした問題 に答えるために、「公領域 (public realm)」 と「教区領域

(parochial realm)」 を区別したリン・H・ ロフランド (Lyn H.Lo■and)のモデルを採用する。 「公

領域」とは、互いに個人的な知り合いではない人びとからなる都市内の空間のことであり、「教区領域」

とは、近隣住民・職場 。知人のネットワークからなるローカルな世界のことである。しばしば<女性と公

共圏>と いう問題をめぐつては、前者の領域が想定されることが多く、後者の領域 (農村共同体)におけ

る女性の役害]に はほとんど光が当てられてこなかった。しかし、1820年代にイプスウイッチで貧民に衣服

を提供する慈善活動を展開したエリザベス・コボル ドや、1860年代から70年代にかけてイースト・ヨー

クシャーで農村労働者のための成人教育の確立に尽力したメアリ・シンプノンのように、農村では教区レ

ベルで公的な問題に取 り組んだ女性たちがたしかに存在 した。二人は共同体の人びとと互いに「友

(friend)」 と呼び合える関係を結び、彼女たちの活動のなかでジェン

ダーは必ず しも前景化 されなかった。農村の女性が事業主や農業経営

者、農地所有者や世帯主として、ローカルな次元で政治や福祉政策に関

与していたことは、ほかにもさまざまな史料から確認できる。こうした

実例から明らかなように、「教区領域」における女性の経験は「公領

域」におけるそれと大きく異なっていたのである。

霞斎艶晶品暦督鴫督撮置乳
1録

8 ど
啓密卜岩官骨ン 嘉名査行嘉偏

笙市立大学)が、 「公領域」と「教

)違い、農村共同体で活躍した女性区毎

たちと反女性参政権運動の関係、公共圏を複数のものとしてとらえる場

合の全体の見取 り図の描き方などの点について質問した。その後の質疑

応答では、ローカルな場面で意識されるジェンダー関係の特徴、教区領

域での活躍が さらなる政治的権利の獲得要求に対 してもつ両義性、

「友」とい う言葉が使われる文脈 とその意味の多義性、無名の女性たち

を史料から発掘する方法、リンダ・コリーやアマンダ・ ブイカリーの女

性史像にたいする評価などについて自由な意見交換が行われた。

的 酌寧的

ほ魯品機



■研究動向

女性史と教育史の接点を求めて
『叢書 口比較教育社会史』 (昭和堂)の出版に示されるように、近年、教育史、と

くに社会史的視角からする教育史の成果が続々と公刊されるようになった。この教育史
の隆盛には、女性史の果たす役割が大きく、本会員も多大な貢献をなしている。その一
端については、すでにニューズレター第2号でも紹介した。

本号では、こうした教育史の隆盛を女性史という視点から見たとき、どのような成
果と課題があるのか、研究動向レヴューという視点から検討してみた。

教育史の新しい動向
― 女子 の躍 進 は 由々 しき問題 ?

山口みどり

今年 も8月 にGCSE(中 等教育卒業資格試験)

とAレベル (上級教育一般試験)の結果が発表 さ
れると、男女別の結果に注 目が集まった。 1990年
代半ば、まずGCSE、 そ してAレベルで男女の成
績が逆転 し、ここ十数年に渡 り女子の優位はほぼ
全科 目に渡つて揺るぎないとい う。男子の相対的
な不振は「教育制度が直面している最も憂慮すべ

き問題の一つ」 (96年  学校調査委員長 ツジ ド
ヘ ッド)と まで言われ、一種のモラル・パニック
をひき起こした。これはフェミニズムの悪影響な
のか、シングルマザー増加により少年のロールモ

デルが不在のせいか、できる子/できない子の他
の属性はどうなのか、二

部の女子進学校が点数を
上げているだけか。または試験内容が女子に有利
なのか。メディアも教育省 も、そ して学者も「犯
人探 し」に躍起である。

こうした関心は、当然歴史研究にも反映されて
いる。 ミシェル・ コーエンは、男子に上位を取 ら
せ、女子の頑張 りに水を差 し続けた根深い 「文化
形態」に分け入つている。例えば、初めて公式か
つ体系的に中等 レベルの男女生徒の学力が調査さ
れた 1864年 の学校調査委員会 (ト ーン トン委員
会)以来、女学生の 「勉強 しすぎ」を「病理」と
して監視するまなざしが生まれたのだ とい う。
「精神 力 が未 熟」な少 女 は、 「競争 のプ レジ
シャー」から健康を害する可能性があるが、 「団
体競技で気分転換をする」男子生徒の場合、その
心配は無用だとい う。19世紀末かけて、この懸念
は優生学的な文脈で語 られた。 1923年の教育院の

報告では、男子には「健康な怠け癖」があるのに
対 し、女子は勉強 しすぎないよう監督する必要が
あるとして、男女同一のカ リキュラムを可能 とし
た トーン トン委員会の提言が否定されている1。

コーエンは、女子生徒の勉学への「過度の熱
意」を、女子の学力が上位にくることへの潜在的
不安から作 り出されたものだと考えている。 しか
し昨年上梓 された堀内真 由美『大英帝国の女教

師』は、同時期の女子校で顕著に見 られた 「進
学熱」を強調する。フェミニズムと密接に結び
ついた新 しい女子校では、生徒の大学進学に力
を注ぎ、生徒に学位取得を奨励 していた。第一

次世界大戦 ごろには、 「結婚より学位」を名誉
とする風潮 もみ られたとい う。 1919年 の「性別
による資格剥奪撤廃法」により、専門職への女
性の参入に弾みがつ くと、親 も娘に「男子の教
育」を求める傾向がさらに強まった。堀内氏は
イギ リス留学中に接 した 「女子校の再評価」を
めぐる議論に刺激を受け、研究を始めたのだと
い うが、 「共学」の落 とし穴に触れているのが

面白い。性別による資格剥奪撤廃法の施行 と同
時に男女平等への反動が始ま り、同性愛を生む
「危険な女子校」イ メージが強調 されていつ

た。同時期には公立を中心 とした中等学校で男
女の共学化が進行するが、これは経済的理由が
主因であり、そ うして建てられた共学校は男女
の平等を前提にするものでは決 してなかったの

だとぃ ぅ2。

実は今年、GCSE試験の数学で「女子に有利」
とされるコースワークが外 され、数学で男子が
上位に立った。来年度にはほぼ全教科からコー
スワークが外 される (σほardiaろ 27/8/2009)と
い うが、コーエンやアン ドレア・ジ土ィコブズ

によると、歴史的にも男子の成績不振は教師や

教育内容、試験制度 といった外的な要因で説明
され、それ らが変更されるきっかけとなってき
た とぃ ぅ3。 _方

、1917年 に制度化 された中等
学校修了資格試験では、女子のみ必修であった

家政科は大学入試の合否対象にならず、男子 と
同じ大学を目指すためには、女子は一科 目余計
に勉強することが必要 となった (堀 内)。 そ し
て戦後のイ レブンプラス試験 (中等教育選抜試
験)で も、グラマースクールに進学するために
は、女子 は男子 よ りも好成績 を収 める必要が
あったとい う。女子は早熟なため、11歳 での試
験は男子に不利にな り、グラマースクールに女
子生徒が過多になるとい う理由からであった 4。

筆者の高校時代、地域の公立 トップ校でも男子
の定員が大幅に多く、やはりに圧倒的に女子に

不利であったことを思い出す。不合格 となった



女性の友人が一合格ラインの'低い男子生徒に対し

ても一強い劣等感を拭えずにいる姿にやるせない

思いを抱いたものであつた。

現在イギリスでは、男子より成績のよい初めて

の世代の女性たちが、次々とジエンダー地図を塗

り替えている。 「男子の科 目」であつた理系科

目、晩成型の男子が優位に立つはずであつた大学

での第一級学位取得でも女子学生が過半数を超え

た。2003年 には法廷弁護士の資格取得者の過半数

を女性が占め(C冴グ所α″15/8/2004)、 2017年までに

は医者の過半数が女医になるとい う (助β筋挽,

P夕″滋〃 3/6/2009)。 性差についての議論は面 白

く、その「科学的」根拠や経験知によりもつとも

らしく聞こえがちである。 しかしイギリスでみら

れている変化は、 「構築」されたもの としての

ジェンダーを再認識 させてくれる。マスキュリニ

ティ研究においては、まじめに勉強することを

女々しいとして嫌 う「ラディッシユネス」という

要素が、男子の成績不振の内的要因として注 目さ

れている5。 フェミニズム研究の成果は、こうし

た研究にも貢献 していくことができるのではない

か。

[i予き二]
l  Michele Cohcn, `Language and mcaning in a docu‐

mentary sourcet girls'curriculum± om the late cighteenth
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「女性」の教育史の可能性と課題
一香川せつ子・河村貞枝編『女性と高等教

育一機会拡張と社会的相克』を素材として

高田 実

女性史研究は、His口 storyの 中で不可視化 された

女性の姿を歴史の舞台に登場させる。その重要な

領域が教育である。教育は、社会的活動から排除

された女性が、新たな知識の獲得を通 じて自己認

識 と自己解放の可能性をえるとともに、有能な女

性の社会的 リーダーを生み出す契機 ともなつた。

こうした女子教育の可能性を考える上で、絶好の

書物が出版された。」WHNニューズレター第 2号

で紹介 されている香川せつ子・河村貞枝編『女性

と高等教育―機会拡張と社会的相克』 (昭和堂、

2008年 )である。この本の特徴は、世界各地にお

ける高等教育の機会拡大は女性にどのような機会

を与え、それが社会にどのような影響を与えたの

かを明 らかにした ところにあると以下、3点 にわ

たって、この本の意義 と課題を検討することを通

じて、より広く女性の教育史がもつ可能性 と課題

を考えてみたい。

まず第一に、本書は視野の広 さと目配 りのよさ

において突出している。時間と空間についていえ

ば、19世紀後半から20世紀後半までの100年間を

ヵバー し、空間的にも、スイス (第 1章、ナター

リア・テ イコノフ/前 田更子訳)、 日本 (第 2

章、高橋裕子、第7章、佐々木啓子、第11章  小

山静子)、 イギリス (第 4章 河村貞枝、第 8章

山口みどり、第 9章 香川せつ子)、 ロシア (第

4章、橋本伸也)、 ドイツ (第 10章  田村栄子)

とあわせて、植民地の問題 も台湾 (第 3章 洪

郁如)を素材にきちんと議論 されている。また、

取 り上げられる教育制度 と分野についても、同じ

く高等教育 といいつつ も、大学、短大、師範学

校、専門学校、医学、宗教教育などの幅広い制度

と分野が取 り上げられている。一冊の書物でここ

まで俯酸 した本は少ないだろう。

編者 自身、 「女性の高等教育の歴史を社会の変

遷 との関係で構造的に把握 し、グローバルな規模

でそれを比較する」 (5～6頁)意義を強調 してい

るが、それに見事に成功 しているといえよう。研

究の国際化のなかで、ナショナル・ ヒス トリーが

「輸入」される傾向にあるが、この本全体を通読

すれば、なぜ外国史を研究するのか、その意味が

よくわかる。他者なくして、自己はない。それを

可能に したのは、「女性史」とい う視点であろ

う。国家、あるいは国民の枠組みにとらわれな

い、女性 とい う視点だからこそ、それが可能にな

る。



こうした国際比較から評者が得た具体例を1点だ
け。各国の女性高等教育史を比較 してみると、19

世紀末～20世紀初頭にかけてある共時的な構造が

看守 しうるし、しかもそこには国際化の要因が働
いていることがわかる。古典的帝国主義期 を迎
え、相互対立が激化する中で、自国の優秀な国民
育成のために、他国が参照系 とされたのである。
その「国民」に、実態 として人 日の半分を担 う女
性 を入れないことにはな らな くなった し、同時
に、優秀な次世代を産み育てる女性の役割が、社
会有機体的議論のなかで、ほぼ同時期に拡大 して
いったことがわかる。女性の解放 と拘束が同時的
に進行 していた。

第二に、社会的相克について。本書は女子高等
教育の「機会拡大」が中心に述べ られていて、そ
れについては大変よく理解できる。 しかし、他方
では、その機会拡大によって、どのような内容の

教育がなされたのか、とい う点についてはあま り
触れていない。 したがって、もうひとつの課題で
ある「社会的相克」を考えようとす る時、教育機
会獲得の「ための」相克はよく理解できるが、そ
の機会拡大の結果 としてなされた教育によって、
どのような 「新たな」相克が 「もた らされた」の
かが、いま少し不明確 となるように思われる。
高等教育の結果、女性 自身が教師、専門職 とし

て社会進出の機会を得るが、その社会的影響 とし
て、本書はどちらかとい うと「母性のポ リティク
ス」 (第 二部)を 中心 とした、社会的統合の役害J

を強調 している。他面の女性解放の側面への影響
はどうであっただろうか。 vヽずれにしても、教育
の内容 と社会的影響の関連をより明確にすること
によって、女性史 とい うエ ッジをフルに生かすこ

とができるのではないだろうか。

最後 に、女性史 と教育のよ り広いパースベ ク
ティブについて。女性史の最大のメリットとは何
か。ある社会から排除された人びとの実態 と解放
の過去における経験を描 くことにあるといっても
過言ではない し、本書でもその点は「人権 の歴
史」として描く視点から強調 されている (3頁 )。

これは、排除と包摂の歴史 と言い換えてもよいだ
ろう。そ うした視点から考えると、本書では高等
教育から排除された 「女性」が、どのようにして
包摂 されていったかの経験 を描いている。 しか
し、い うまでもなく、社会には他の分断線が走っ
ている。たとえば、階級、エスニシティとい う視
点だ。そ うした視点を女性 と重ね合わせてみる
と、た とえば高等教育に参加できる一定の階層
の、白人を中心 とした女性の包摂 と、労働者階級
の、黒人の、男性の (高等)教育への包摂の関係
をどのように考えたらよいだろうか。図示すれば

次のようになろう。

教育の拡大とい う場合は、どちらの矢印を向い

ていたのか、そしてそれをどう評価するのか。こ

うした複数の境界線の重なりとその変化の意味を

考えることが重要になっている。女性を歴史の舞
台に登場させることの貢献はきわめて大きいが、
それを再度他の要因と絡め合わせていく視点が、
いま特に求められているのではないだろうか。
その際、一つ大事になるのが、アマルティア・

セ ンが語 るcapability「潜在能力」 (あ るい は
「溜 め」)の議論であろ う。特に教育は、この
「溜め」をもたらす重要な機会であるが、世界各
地で、「子どもの貧困化」が問題になっているよ

うに、教育、とりわけ高等教育は、経済制度と合
体 しつつ、人び との解放 と社会進出の機会以上

に、格差をつくりだす手段 としての側面を強めて
いる。歴史を研究する上でも、こうした 「瑠め」
をつくりだす、個人と社会の新陳代謝関係が念頭
におかれなければならないであろう。
このような問題に女性史はどのように応えてい

くのだろ うか。その意味でも、女性史 自身が、
ゲットー化、あるいはアイテム化 しないように、
他者 との対話を拡大していく必要がますます求め

られている。見事に整理された本書を読みつつ、
このようなことを考えてみた。

〔付記〕本書評は、2009年2月 14日 の九州歴史

科学研 究会例会 (西 南学院大学)に おいて、
「『女性 と高等教育』が問いかけるもの」と題 し

て報告した内容を修正・加筆 したものである。

豊 か

貧 しい

ネイティブ

非ネイティブ



■学会動向

桜井万里子・姫岡とし子 対談インタビュー
一「ジエンダー史学を語る」― (

中込さやか
『クリオ』23号、

(2008‐ 2009盗F度ク

2009年巧月)

リオ編集委員)

『 ク リオ』は1986年 の創刊以来、東京大学大学
院西洋史学研究室の大学院生が自主的に企画、運営
および編集を行 う学術雑誌であり、今年度でつごう
24冊 (22号別冊を含む)を数えます。若手研究者や

院生に研究発表や情報交換の場を提供すべ く、論文
や研究動向紹介、留学体験記を掲載するほか、第一

線でご活躍の研究者のインタビューを毎号実施 して
います。23号では、当研究室の修士課程大学院生の

論文二本 とフランスヘの留学体験記に加え、我が国
の西洋ジェンダー史研究を牽引してこられた桜井万
里子先生 と姫 岡 とし子先生 に対談形式のイ ンタ
ビューをお願いし、研究者 としてのご経験 と今後の

ご活動について語つていただきました。以下、その

内容を簡単にご紹介 したいと思います。
は じめに、 「1、 研究者 を志すまで」では、姫

岡先生から日独双方での学生生活や博士論文完成ま
での道のりを、女性史研究に傾倒 した経緯も含めて

語つていただきました。この過程で、1970年代の女

性運動や女性史の興隆をどのように受け止め、ご自
身の研究 と関連付けていかれたのか とい う点に関
し、姫岡先生と桜井先生の対照的なアプローチが浮

き彫 りになりました。

続いて、 「2、 研究者 として」では、桜井先生の

『古代ギリシアの女たち』 (中公新書、1992年)や
姫岡先生の『近代 ドイツの母性主義フェミニズム』

(動車書房、1993年)で明示 された女性史的な問題

関心が、桜井先生が2004年 のジェンダー史学会の立

ち上げに尽力されたこと、また姫岡先生が『ジェン

ダー化する社会』 (岩波書店、2004年)や『 ドイツ

近現代ジェンダー史入門』 (青木書店、2009年)を
刊行されたことに見られるように、どのようにジェ

ンダー史的視点へ と転換 したのかを詳 しくご説明い

ただきました。

最後に、 「3、 教育者 として」では、姫岡先生か

らはこれまでの教育者 としてご活動や今後の教育方

針を、桜井先生からは大学院とカルチャーセンター

で異なる聴衆に語 りかける際の難 しさや面白さをう
かがいま した。最後に、両先生か ら若手のジェン

ダー史研究者や女性研究者に向けての力強いメッ
セージをいただきました。

さて、このように内容豊富なインタビュー記事の

中でも、姫岡先生のジェンダー史への取 り組みが

皆さまにとって興味深い点かと考えます。ご承知の

通 り、姫岡先生は『西洋史学』226号 に『イギリス

近現代女性史研究入門』 (青木書店、2006年)の書
評を執筆し、また、その姉妹版である『 ドイツ近現
代ジェンダー史入門』 (2009年)の編者の一人で

す。書評は、第一に、 「福祉の複合体」や帝国
の形成にジェンダーの視点を導入することで、

従来の一般史の通説をどのように書き変えるこ

とが可能か とい う点を問 うています。第二に

は、差異論の根拠 となる男/女や公/私の領域

分離の歴史的な構築過程や、そこに働いた権力

関係のあ り方に注 目する必要性を訴えていま

す。同様の視点は、小関隆先生の『社会経済史

学』73巻 1号の書評における「女性史究の可能

性」への指摘にも見出すことができます。矩岡

先生は『 ドイツ近現代ジェンダー史入門』の
「はじめに」において、本書を貫くジェンダー

史の戦略として、ジェンダーの差異化 とその歴

史的な構築過程への着 目を強調 しました。この

ジェンダー史の方法論について理解する うえ

で、本インタビューは極めて有用な資料であ

る、と編集委員として考えます。なお、余談で

はありますが、男性史や法学史、文学・美学な

ど学際的な執筆陣を迎え、二部構成のもとで各

章ごとに概論・研究動向論文と具体的な研究成

果のバ ランスをとった『 ドイツ近現代ジェン

ダー史入門』は、小関先生のご指摘へのひとつ

の回答と言えるのではないでしょうか

こうした方法論に関する議論に加え、世代の

異なる桜井先生と姫岡先生に、その時々の政治

や社会、歴史学の潮流をどのように生きてこら

れたかとい う魅力的なライフヒス トリーを率直
に語つていただいたことも、本インタビューの

大きな魅力であると思われます。いわば、時代
と切 り結ぶ歴史学の一つの証言 と言えるでしょ

う。本企画に対 して、多 くの皆様 にご関心を

持っていただければ幸いです。

ク リオ
‐ !  May 20o9 v。 1,23
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■自著紹介

Ltterattng Medicinら ユ720a■835
Eds,Tristanne ConnoHy and Steve Clark(Londoni Pickering and chatto,2009)

小川公代

18世紀から19世紀初頭のイギリスにおける啓

蒙思想、あるいはその文化的現象について検証す
る際に、これまで追求されてきたテーマは多岐に
わたる。感受性、セクシュアリティー、狂気、アイ
デンティティー、生命科学 (生殖医学)な ど、ジェ

ンダーを議論する上で関係の深いものも多い。こ
の著書は、16人の研究者たちが文学作品などから

掬いとれる医学言説や専門用語をさまざまな興味

深い文化的、社会的「症例」を持ち出して説明して
いる。これらの「症例」が当時のイギリスの身体表
象、奴隷解放運動、ジェンダー表象、国家身体のレ

トリックとどのように関わつているかを検証 して
いる。

文学 と医学を検証する意義は次のように説明
できる。もちろん18世紀といえばスコットランド
の権威的な大学機関やロン ドンの著名な出版人
」oseph JOhnsonな どによって多くの医学書が出

版 された。だが、それ らを読み、自らの知識体系に

組み込んだイギリスの文化人たちが表現方法とし

て用いたメディアは、印刷文化の興隆に伴い、雑
誌、新聞、小説や詩などである。よって、医学的身

体のイメージが物語や詩のメタファーにのせて派
生的に伝えられたともいえる。また、医学と文学活

動 とい う二足の草雑を履 く知識人たちも多数い

た。Erasmus Darwin(1731-1802)な どはその

代表であり (二足では済まないが)、 その他にも、
Tobias Smollett(1721‐ 1771)や ロマン派詩人の

」ohn Keats(1795・ 1821)は医師の経験があり文

学活動も行つた人物として知 られている。登場人
物の感情 (feeling)の 吐露が美化 (あ るいは戯画

化)さ れる感受性文学が盛んに読まれた時代に、医

学の領域において神経 (nerve)のパラダイムが確
立していたことはただの偶然ではないだろう。

2000年 に出版されたRoy Porterの 盟筋柳物切。

盟切サr動物あ 郷 が滋θ ttθ2所例 プ 滋θ舟わ冴θ期
材筋〃でも明らかにされているように、医学が神

経医学、産科、外科、精神医学などに分化、専門化
されていくにつれ、より帰納的、科学的な根拠に基
づいた医学アプローチが奨励 されるようになって
いつた。神経医学においては、知覚すること (to

feel)は神経が司る繊維組織の働きや 「振動」に

よつて可能 で ある と考 え られ ていた。第 7章

(Ishizuka)は その神経繊維がクモの巣 (cobweb)
のように体内に張り巡 らされている様子を Blake
の 匁始』θθたプ び魅 ‐(17941に 見出している。

感覚の鋭 さや共感は、道徳律を促す レトリック

としても用いられた。第3章 (Budge)では、その

例 として奴隷解放運動の指導者の一人であつた

Elizabeth Heyrickの 用いる言葉が挙げられてい

る。医学言説 といつても個人の身体的、精神的健

康のみに言及するわけではない。ここではHeyrick
がこの神経医学の用語 (nervous energy)を 用い

て、国家が奴隷依存を断ち切る必要性を説いてい

ることに着 目している。第5章 (Ogawa)と 第8章

(Chandler)においては、国家身体のレトリック

がそれぞれ神経医学と、精神医学の観点から分析
されている。西欧と非西欧の対立は第1章 (Lawlor)
でも論 じられており、Lydia Sigourneyの 詩に登

場する人種的他者 (Other)が 白人キリス ト教徒の

象徴でもあつた肺病 (consumption)に かかるこ

との文化的意味を探っている。

長い間女性が引き受けてきた産科 (midwifery)
のジェンダーの住み分けが、次第に針子を用いる

男性医師によって浸食 されるようになったのも世

紀転換期である。第15章 (Con■olly)では、Anna
Barbauldの詩において、身籠る女性の身体が二つ

の観″点から捉えられている一女性的な共感のディ
スコースと男性的な医師の干渉 (interventionist)

のディスコースが混在する一ことが指摘されてい

る。また、第13章 (Allard)で も男性医師と女性

患者の権力の図式が示されている。しかし、外科

手術を受ける患者という立場でいながら語 り手を

担 うBurneyの権威的な立場を考慮すると単一の

ディスコースでは説明できないとしている。「医

学の科学的な視座がとらえる身体」を多角的に解

釈 しようとするポス ト・フーコー的な試みは第11

章 (Ruston)で も行われている。感受性 と催眠術

(animal magnetism)は密接な関係があること

や、その非科学的な医療行為を無防備に信 じ込ん

で しま う女性患者 の非理性的傾 向を William
Godwinや Mary Wollstonecraftが批判 してVヽた
ことは興味深い。

神経医学の治療方法として強調されていたのが

医師 (医学書)の助言による積極的自己管理 (self
口co■trol)で あった (第 5章参照)。 そ うい う意味
で、Wollstonecra免 などの女性知識人にとつては

自立を促すこのような医学言説は、ある種の「解

放」を導き出す鍵でもあり、もう一方で男性的な

象徴 としての脅威であつたかもしれない。この著

書が医学とジェンダーについて考える契機を読者

に与えてくれることを期待する。
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9.Disembodied Souls and Exemplary Narratives:Jalnes Hogg and Popular Medical Lierattre一 随 gあ″Cリタ/

10。 Idlotic Associations:Wordsworth and Nineteenth‐ Century Discourses on ldiocy一 l″b″秒D夕げαガブ″ざ

IV.Anatolnized and Acstheticized Bodies

ll.Authority and lmposttre:Willlaln Godwin and the Animtt Magnttists一 助α殉″

R″srθ″

12.George Sttbbs's Dissection of the Horse and the Expressiveness of`Facsimlles'

一 Z/な き研韓 Q″ω

13.In Submisslon:Frances Burney's Patient Narrativ伊 一功 ″夕s Rθみ夕/″ Z′筋/冴

14.The Surprising Success of Dr Armstrong:Love and Economy in thl Eighteenth

Century― S物ざα″財あrrZ夕ws

V.Birth

15.Anna Barb側 ld'S`To a Little lnvisible Bcing… ':Matemity in Poett and Medi‐

cine―一 酔お筋物夕a9物ο妙
16.`Some Heart OncdO Pregnant with Celestial Fire':Materllal Elegy in Gray and

Barbauld― S″タッタC7α /た

■研究会報告

名古屋イギリス近代史ワークシヨップ

Revisloning British MOdern History

2009年9月 20日 (金)11時00分～17時 30分、名古屋大学文学部大会議室において、ワークシヨップが、

名古屋イギリス近代研究会とイギリス女性史研究会の共催のもとで開かれました。

午前のセッシヨンでは、M■es Taylor教授(ロ ン ドン大学歴史学研究所所長)が `Political Histott in the

Age of Thatcher,c.1979‐ 2007'を 報告 し、金澤周作さん (京都大学)が 日本の戦後史学を整理する視点か

らコメン トを行いました。司会は松本佐保 さん (名 古屋市立大学)が務めました。午後のセッションでは,

Pat Thane教授(ロ ンドン大学歴史学研究所)が `Womeざ s Progress in the Public Sphere since 1918'を 報

告し、三時員貴子さん (愛知教育大学)が、女性の「自由な選択」とは何を意味するのか、教育史の視点

からコメントしました。司会は、奥田伸子さん (名 古屋市立大学)が務めました。

最後の総括討論では、政治と歴史研究の関係、女性の現状と歴史研究、史学史の意義などをめぐつて、

イギリス近代史の再検討にふさわしい活発な議論が展開されました。少人数のセミナーならではの有意義

な交流の機会となりました。今回のセミナーでは女性史関係の報告があつたこともあり、上記のメンバー

以外にも、多数のイギリス女性史研究会会員が参加し、議論の活性化に貢献しました。

最後になりましたが、本会は、3月 のグリー ドル研究会に引き続き、大石和欣さん (名 古屋木学)の献身

的なご尽力により実現しました。とりわけ、科研費基盤研究 (B)「他文化=多文化へのまなざし」 (研究

代表者 大石和欣)か らは全面的なサポー トを受けました。大石さんのご努力なしにはこのような機会を

得ることができませんでした。心よりお礼の言葉を申し上げます。また、二人のイギリス人研究者の来日

にあたつては、日英歴史家会議のご協力をいただきました。記して謝意を表します。

今年に入つてから、他団体との共催企画も増えてきて、学びの機会が拡大しております。今後とも、会

員のみなさまの積極的なご参カロを期待いたします。 (高 田 実)



問題提起
高田 実

(1)課題と問題関心

1 女性史において、これまで 「家族」は女性
の個としての自立を阻害する極桔 として位置づけ
られてきた。古い共同体における選択不可能な拘
束はもちろんのこと、近代においても資本主義社
会 と親和性を持つ 「家父長制」や規範化 された
「標準家族」のあり方、無償家事労働 と低賃金労
働の二重負担を負 う女性のあり方は、ジェンダー

史の視点から批判的に検討 され、大きな成果をあ
げてきた。こうして家族のもつ<しばり>の面、
ネガティブな面が強調されてきたといえよう。

2 しか し、今 日では共同性の再建 とい うなか
で、改めて家族や親密圏のもつポジティブな機能
が注 目されている。市場主義的グローバ リズムの

展開による共同性の解体が進行する中で、家族、
公共圏、国家、超国家の共同性の再編が課題 と
なっている。その際、注目すべきは、家族あるい
は親密圏のありようをめぐって、激 しいせめぎあ
いが展開 していることである。 「日本型福祉社
会」論、 「ジェンダーフリー教育」批判などにお
ける激 しい攻撃は、このことを端的に表現 してい
る。つまり、共同性の再編過程のなかに、ナショ
ナ リズムとつながる「危 うい」共同性を制度内に
もぐりこませ、徹底 させようとする動きが厳然 と
して存在 している。 しかも往々にしてこうした言
説は、必ず しも実証されていない、構築された日
本の「古きよき伝統」観念 とむすびついている。

このような否定すべき共同性再編の動きに対抗
しつつ、新 しい 「市民社会」を構築するための新
たな共同性をどのように構築したらよいか、われ
われはしっかりと検討 し、問題提起すべき地点に
おかれているといえる。

3 イギ リス史の文脈では、これは1980年代の
サッチャー政治のあり方 と密接に関係 してくる。
周知のように、サッチャーは、一方で、60年代の

福祉 国家 と「寛容な社会」を批判 しつつ、他方
で、 「強い経済」と「安定した社会」の基礎 とし
ての「安定した家族」を結合 した 「ブィク トリア
朝の価値観」の意義 と再生を強調 した。 「幸せな
家庭は繁栄する国の原因のひとつだ」と。

これは家族史研究に大きなインパク トを与
えた。実態はどうなのか、多様な視点からの研
究が生まれた。理念化 されたブィク トリア朝の

家族の限定性 と多様性、さらには逆説的に、ア
トム化 された家族像、強い られた家族協調、
「家庭崩壊」の歴史的実態と女性へのしわ寄せ
の連続性が明らかにされた。家族の危機はまさ
に今 日のものだけではなく、歴史のものでも
あつた。 「もし歴史がわれわれに教訓|を与える
とすれば、それは、どの形態の家庭も、愛、快
適 さ、安全に対する人間のニーズを満たしてき
た こ と は な い と い う こ と だ」 (John
Gillis)。

また、福祉史の文脈では、ケンブリッジ学派
の人口動態史と結びついて、 「核家族の困苦」
学説が提起された。これによって、イギリスの

近世から近代にかけては、むしろ大家族が支配
的ではなく、その分、救貧法や地域社会が福祉
において決定的な役割を果たしたことが強調さ
れた。それはさらに、 「子どもに両親を支援す
ることを期待するのは、非イングラン ド的」で
あつた、あるいは「ブィク トリア朝の方が公的
な福祉の比重が大きく、逆に20世紀になると公
的責任が大きく後退 した」という極端な説も提
起された。サッチャー批半Jの意図は理解できる
が、歴史の実態 としては、これらは逆の偏 りを
生み出しているといえよう。真実はその中間、
家族は「ある距離をもつた親密さ」の機能を果
たしたとい うことになろうか。

4 このような問題関心から、今回のイギ
リス女性史研究会では、ジェンダーの視点から
みて、家族あるいは親密圏の再編はいかにある
べきかを考えるために、<来 し方 >を振 り返る
ことにする。今回は、報告者の関心から、19世

紀末から20世紀前半の福祉史に焦点をあてて検
討する。い うまでもなく、この時期には自助を
基盤 とする近代的な家族 と社会の限界があらわ
になり、現代的な家族と社会への再編が進んだ
時期である。特に、この時期には、国家が歴史
の前面に登場 し、直接的な国家干渉を伴 うさま
ざまな家族再編政策を展開し始めている。今回
のシンポジウムでは、この時期にフォーカスす
ることで、福祉の領域における「社会的なるも
の」の再編 と家族のあり方の変化を検討する。

■定期研究会(12月 19日 )企画

女性と親密圏一一福祉史の視点から



(2)方法

1 歴史的コンテクス トのなかの女性の解放

歴史の高みから過去を裁断したり、理論的な判定を

おこなうのではなく、歴史の文脈のなかで具体的に
「女性解放」を考える。その際に重要なのは、体制・

制度・政策の問題である。家族史を固有の領域とし

て、制度や政策の問題から切 り離して考察すると、非

歴史的で、主体的な要因のみが強調 される危険性があ

る。 トータルな分析が必要である。女性史に限らず、

近年の社会史・文化史はあまりにもこの問題への理解
が弱いのではないだろうか。家族と女性の歴史は、身

辺雑事の生活史や言説 と表象の歴史としてだけではな

く、社会経済史の制度の中に位置づけて描かれるべき

であろう。

2 比較史 :「イギリス」女性史と女性の 「全体史」

女性史のメリットは、 「国民国家史」に回収されな

い、より広い人間解放の視点を有するところにある。

国民国家史をアプリオ リな前提とせずに、地域の規範

性を比較史のなかで検討することで、女性史のエッジ

を活かすべきであろう。そ うした視角から、今回のシ

ンポジウムではできるだけ、比較史的な視点を明確に

したい。

【参考文献】
赤木誠

1「両大戦間期イギリスにおける家族手当構想の

展開十一調査・運動・制度設計」『社会経済史学』
71-4(2005年 )

2「児童手当をめぐる対立・調整・協働一一イギリス

福祉国家成立過程におけるリブァプールの先駆的役

割」『社会経済史学』71-5(2006年 )

3「地域社会の中の慈善組織協会一-20世紀初

頭リヴァプールにおける家族給付をめぐる論議と活

動」『社会政策』創刊号(2008年 )

中野智世
1「『家族の強化』とソーシャル・ワークーーマリー・

バウムの『家族保護』構想から」、川越修・辻英史編著

『社会国家を生きる』(法政大学出版局、2008年 )

2「乳児死亡というリスクーー第一次世界大戦前ド

イツの乳児保護事業」、川越修・友部謙一編著『生命

というリスク』(法政大学出版局、2008年 )

3「社会福祉専門職における資格制度とその機能

一―『資格化』とボランタリズムの間で」、望田幸男編

『近代ドイツ=資格社会の展開』(名 古屋大学出版

会、2003年 )

E2009年度定期総会・研究会
日時 2009年 12月 19日 (土) 13:30～ 18:00
場所 成曝大学 10号館大会議室

研究会 (13:30～ 17:00)
高田

誠 (一

間超提起 実 く下関市立大学)(20分 )

報告 :赤木 橋大学大学院)

「家族手当と家族の再編一大戦間期を中心にして一」 (40分 )

ョメント:中野智世 (京都産業大学)

r1920年代 ドイツの『家族保護』との比較から」 (20分 )

司会 今井けい (大東文化大学名誉教授)

定期総会 (研究会終了後 ;17:15～ 18:00予定)

米総会終了後、懇親会を開催します。

0「敬称表記について」

これまで、本ニューズレターでは、会員のみなさまにご投稿いただいた内容、表記を

そのまま掲載してきましたが、このたび、「敬称」表記については一定の統一性、少な

くとも何らかの方針があつた力がよいのではないかというご意見をいただきました。こ

れにつしヽは、ニューズレター作成のガイ ドラインと合わせて、次回総会で検討したいと

考えます。ご意見のある方は事務周までメールをいただければ幸いです。よろしくお願

いいたします。



■新入会員の自己紹介 (五十音順)

2008年に組織再編したイギリス女性史研究会ですが、着実に新入会員が増えて
います。会員間の交流を促進するために、新入会員の自己紹介欄を新設しました。

小野塚知二

東京大学で現代西洋経済史や経済思想史を担
当しています。専門はイギ リス労務管理史・
労使関係史、食文化史、音楽社会史、武器移
転史、自由主義思想史など。性別 。年齢別の
社会編成の多様性にも関心があります。

金子貴彦
エデ イシ ョン・シナプスの金子 と申 しま

ご

°

c麒 戦ヽ 晶 撓 殖 錨 継 緒
立に関わ り、日本の先生方か らのご提案 を洋
書資料の企画 として出版する仕事を始めまし
た。現在はRoutledge社 と提携 し、英米女性史
を主要テーマの一つに史資料、海外文献の提
供を行ってお ります。今後 ともどうぞよろし
くお願いいたします。

川津雅江

はじめまして。名古屋経済大学法学部の川
津です。専門は英文学ですが、最近では、18
世紀のイギリスにおける古代ギリシャのサ ジ
ポーの受容史を軸に、ジェンダー とセクシュ
ア リティに関する様々な言説を考祭 していま
す。

近藤和彦

女性史は政治社会、文化、経済、思想など、
いずれの領域にもかかわる重要な研究分野だ
と考えています。むか し名古屋で水 田珠枝 さ
ん と「対決」 したのは楽 しい想い出です。考
え方のポイン トは、荻野美穂ほか『制度 とし
て の <女 >』 の 書 評 (『思 想』796号、1990
年)に したためました。

高橋みどり

東京福祉大学教育学部専任講師の高橋みど
りです。ジェィン・オースティンとその先達
とされる18世紀末の女性作家を研究対象にし
ていますが、女性史も視野に入れて考祭する
必要があることを痛感 しています。

谷川亮太

青山学院大学大学院の修士課程に在学して
います。女性参政権に関心を持っており、現
在、修士論文を書いていまするアン トワネッ
ト・バー トンの研究を参考にしています。 ど
こかでお見かけしました折は、よろしくお願
いします。

長谷川貴彦

北海道大学文学部でイギリス史を教育・研
究 しています。専門は、 18口 19世紀の社会文
化史ですが、最近はライフサイクル と貧困の
問題から女性史 (ジェンダー史)に も関心が
あります。現在、DavidOff&Hall,免2盟ル
Fort班独其2002)を翻訳中です。どうぞよろ
しくお願いします。

慶田美玲
このたび研究会に入会させて頂きました。

現在、青山学院大学大学院博士後期課程に在
籍 してお り、博士論文を鋭意執筆中です。
ジェイン・オースティン周辺の女流作家、彼
女たちが生きた時代や文化に興味がありま
す。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げ
ます。

船木恵子

このたび入会させていただきました武蔵大
学総合研究所の船木です。専門は経済学史で
す。」。S.ミ ル研究をしてきたなかで、ほとん
ど資料のない、ヶンジン トン・ノサエティを
捜 し求めてロン ドンのレーマンズ・ライブラ
リーに行ったときに、偶然会員の佐藤繭香 さ
んにお会いし、この研究会を紹介 していただ
きました。皆様 どうぞょろしくお願いいたし
ます。

山本博子

最近はイギリス女性参政権運動と演濠J活動
について研究しています。特に、女優参政権
協会 (Actresses'Franchise Leagub)の 設立
と活動です。勤務先、国學院大學栃木短期大
學。



日時:2009年 12月 19日 (土)13時30分～18時00分

場所:成曝大学 10号館大会議室
交通アクセス:http://wwwBsttk胡 .ac.ip/gakuen/access.html

キヤンパスマップ:http://wwwttSttk胡.ac.ip/gakuen/campus_uni.himl

研究会「女性と親密目一福祉史の視点から」(詳細は13、 14頁 )

定期総会(研究会終了後)キ懇親会

【後援企画】 公開シンポジウム

「歴史教育とジェンダーー教科書からサブカルチヤーまで」
2009年 12月 13日 (日 )、 13時00分～17時00分 於 :日 本学術会議講堂
交通アクセス:htい//www口 sCi.gO対 p/ja/ctherガ nfo口 himl東京メトロ千代回線「乃木坂ど5番出ロ

情幸最:http://www.sci.go.lp/1a/eVent/pdf/83口 s‐ 1‐ 1.pdf

司会 姫岡とし子 (東京大学教授)日 三成美保(摂南大学教授)

1300～ 13:10趣旨説明 長野ひろ子(中央大学教授)

1敬 10～ 1牡25高校世界史教科書のジェンダー化にむけて一日本とアメリカの比較

富永智津子 (元宮城学院女子大学教授)

13125～ 13:35古代ギリシアの社会をジェンダーの視点から読み解いてみる 桜井万里子 (東京大学名誉教授)

1400～ 1410女性史ロジェンダー史の成果は教科書に生かされているか一 日本近世の場合

長野ひろ子 (中央大学教授 )

1■ 10～ 1420歴史教育の役割一『歴史」と「自分」を架橋するために   荻野美穂 (同志社大学教授 )

1420～ 1■40ミュージアムとジェンダーー展示による経験の可視化をめぐつて 香川檀 (武蔵大学教授 )

1■40～ 15:00「女たちは歴史が嫌い」か?一少女マンガの歴史ものを中心に 藤本由香里 (明治大学准教授 )

1500～ 1520休憩

15:20～ 1700討論

※ 事前申し込みは不要です。当日会場まで直接お越しください。参加費は無料です

主催:第21期 日本学術会議・史学委員会・歴史学とジェンダーに関する分科会

共催:ジェンダー史学会・総合女性史研究会

後援;イギリス女性史研究会、イメージ&ジェンダー研究会、お茶の水女子大学ジェンダー研究センター、京都橘大学女性歴

史文化研究所、国際基督教大学ジェンダー研究センター、女性史総合研究会、中国女性史研究会、東京女子大学女

性学研究所、奈良女子大学アジアロジェンダー文化学研究センター、一橋大学大学院社会学研究科ジェンダー社会科学

センター、歴史科学協議会、歴史学研究会、歴史教育者協議会、早稲田大学総合研究機構ジェンダー研究所

1335～ 1345奴隷貿易にジェンダーの視点をクロスオーブヽ一させる

1345～ 1■00高等学校日本史教科書にみるジェンダー

編集後配

ニューズレター第3号をお届けします。会も順調に発展し、

最近では共催企画も増えています。それが紙面にも反映して

います。半年に1回発行予定です。掲載希望記事があれば、

ご連絡ください。会員の交流ツールとしてご活用ください。

(編集責任 高田 実)

井野瀬久美恵 (甲 南大学教授 )

久留島典子 (東京大学教授 )

イギリス女性史研究会事務局

〒150-8366.
東京都渋谷区渋谷 4-4-25
青山学院女子短期大学

梅壇千尋研究室

E一 maili jwhn_adm● bb口 neJp

URL:http、Fr Wヽhn口ory
郵 便 振 込 口 座 :00180-2-562608

(年会費 2000円 )


